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　このたび建造（改造・転用）の許可を申請した　　　　丸（総トン数、馬力数）に据え付ける推進機関の経歴は以下のとおりです。
	  事　　　　　　項
	要　　　　　　　　　目

	 推進機関の種類
	                             　　　      機　関

	 過給機及び空気
 冷却器の有無
	 過給機
	

	
	 空気冷却機
	

	 制限装置（動力漁船の性能の基準
 の第４項に該当するもの）の有無
	

	 機関の型式
	

	 漁船法施行規則
 による馬力数
	

	 シリンダの数及び直径
	  　　　　　　　×　　　　　　　　　　　　mm

	 行程
	  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　mm

	行程とシリンダの直径との比
	

	 定格毎分回転数
	

	 機関番号
	


	 製造年月
	


	 製作所名
	


	 現在までの経歴
	



(注)１　平成14年３月31日までに提出された漁船建造、改造若しくは転用の許可申請書に基づく許可に係る漁船又は登録の申請書に基づく登録に係る漁船に搭載されたことがある中古機関（以下「旧馬力数適用機関」という。）である場合には、「漁船法施行規則による馬力数」の欄には、漁船法施行規則の一部を改正する省令（平成13年農林水産省令第153号。以下「改正省令」という。）による改正前の馬力数（無単位）及び連続出力（単位：ＫＷ）を、それ以外の中古機関（以下「新馬力数適用機関」という。）の場合には、改正省令による改正後の馬力数（単位：ＫＷ）を記入すること。
２　旧馬力数適用機関の場合には、当該機関が搭載されていた漁船の原簿謄本及び　その漁船に搭載されていたことを証する書類を添付すること。
３　新馬力数適用機関の場合には、「行程」、「行程とシリンダの直径との比」及
　び「定格毎分回転数」の欄は記入しなくても差し支えない。
